
福島県元請・下請関係適正化指導要綱  新旧対照表 

新 旧 
福島県元請・下請関係適正化指導要綱 

 

第１～第８（略） 

第９ 元請の遵守事項 

１～３（略） 

４ 県から直接工事を請け負った元請は、工事現場に現場代理人及び主任技術者又は監理技

術者を置き、工事現場における工事施工の技術上の総括的管理を行うものとする。この場

合、下記の点に注意すること。 

ア 現場代理人は工事現場に常駐すること。 

イ 下請契約金額が５，０００万円（建築一式工事にあっては８，０００万円）以上に

なる場合は、監理技術者を置き、それ以外の場合は主任技術者を置くこと。 

（法第２６条第１項、第２項） 

ウ 請負金額が４，５００万円（建築一式工事にあっては９，０００万円）以上になる

場合の主任技術者又は監理技術者は、工事現場に専任の者であること。ただし、法第

２６条第３項ただし書きに該当する場合は、この限りでない。なお、法第２６条第３

項第２号の場合に設置する監理技術者の職務を補佐する者（以下「監理技術者補佐」

という。）は、工事現場毎に専任の者でなければならない。 

（法第２６条第３項） 

エ～オ（略） 

５ 県から直接工事を請け負った元請以外の元請は、工事現場に主任技術者を置き、工事現

場における工事施工の技術上の管理を行うものとする。なお、請負金額が４，５００万円

（建築一式工事にあっては９，０００万円）以上になる場合の主任技術者は、工事現場に

専任の者でなければならない。 

（法第２６条第３項） 

６（略） 

 

第１０ 施工体制台帳の写しの提出 

１～４（略） 

５ 第２項及び第４項の場合において、発注者がその施工体制について、情報通信技術を利

用する方法により確認することができる措置を講じている場合には、当該写しの提出を要

しない。 

（法第２４条の８、入契法第１５条） 

６（略） 

 

附 則 

（略） 

 この要綱は、令和７年１月１７日から施行する。ただし、建設業法施行令（昭和３１年８

月政令第２７３号）の一部を改正する政令に伴う専任の監理技術者等を要する請負代金額、

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請負代金額の改正については、令和

７年２月１日から適用する。 

福島県元請・下請関係適正化指導要綱 

 

第１～第８（略） 

第９ 元請の遵守事項 

１～３（略） 

４ 県から直接工事を請け負った元請は、工事現場に現場代理人及び主任技術者又は監理技

術者を置き、工事現場における工事施工の技術上の総括的管理を行うものとする。この場

合、下記の点に注意すること。 

ア 現場代理人は工事現場に常駐すること。 

イ 下請契約金額が４，５００万円（建築一式工事にあっては７，０００万円）以上にな

る場合は、監理技術者を置き、それ以外の場合は主任技術者を置くこと。 

（法第２６条第１項、第２項） 

ウ 請負金額が４，０００万円（建築一式工事にあっては８，０００万円）以上になる場

合の主任技術者又は監理技術者は、工事現場に専任の者であること。ただし、監理技術

者にあっては、県から直接工事を請け負った元請が、監理技術者の職務を補佐する者（以

下「監理技術者補佐」という。）として、政令で定める者を当該工事現場に専任で置く

ときは、この限りでない。 

（法第２６条第３項） 

エ～オ（略） 

５ 県から直接工事を請け負った元請以外の元請は、工事現場に主任技術者を置き、工事現

場における工事施工の技術上の管理を行うものとする。なお、請負金額が４，０００万円

（建築一式工事にあっては８，０００万円）以上になる場合の主任技術者は、工事現場に

専任の者でなければならない。 

（法第２６条第３項） 

６（略） 

 

第１０ 施工体制台帳の写しの提出 

１～４（略） 

（新設） 

 

 

（法第２４条の８、入契法第１５条） 

５（略） 

 

附 則 

（略） 
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